
病理解剖のお願い

　この度はご家族・ご親族の方がお亡くなりになり、謹んで故人のご冥福を

お祈りいたします。

　お悲しみのところ誠に恐縮ですが、病理解剖のご承諾をお願い申し上げま

す。妊産婦死亡は突然発生することが多く、死因も不明なことが多いのが実

情です。病理解剖は、生前の臨床診断が妥当であったか、あるいは現在の診

療技術では明らかにできなかった病気や異常がなかったかなどをはっきりさ

せるため行います。癌の患者さんであっても癌で亡くなるとはかぎりません。

最後の直接死因は感染であったり、出血であったり、場合によっては治療が

原因であったりします。

　病理解剖は患者さんが受けることのできる唯一で、最後の、最も正確な診

断の機会です。妊産婦死亡においても病理解剖を行えば多くの死因の究明が

可能となります。逆に、病理解剖をしなければ、死因が判らないまま荼毘に

付されることになります。死因が判明することにより、ご家族、ご親族の心

労が軽減されることでしょう。今後、故人と同じような転帰をとるかもしれ

ない妊婦さんへの救命にも繋がります。先進国では妊産婦死亡例のほとんど

は病理解剖されます。日本ではまだ法律化されてはいませんが、妊産婦が亡

くなられた場合、病理解剖することが推奨されています。

　ご心配、ご不安はお有りと存じますが、どうか主治医から十分説明をお聞

きいただき、病理解剖の意義をご理解の上、ご承諾をお願い申し上げます。


